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はじめに

もともとは家族機能のひとつであった介護が

家族を越えた社会問題となって久しい。現在、介

護はさまざまなかたちで外部化が進んでいる。た

とえば、近隣の助け合いとしての介護、ボランテ

ィア活動やＮＰＯ等の住民参加型で供給される介

護、そして政府・行政部門や民間営利企業を通じ

て介護職によって供給される介護等である。

その要因としては、少子高齢化に伴う要介護高

齢者の増大、要介護期間の長期化、要介護状態の

重度化があげられるが、さらにその背景には、近

代産業化による第２次・第３次産業が発達したこ

とで、雇用労働者が増大し、家族形態の小規模化

が進行して、単身世帯や高齢夫婦世帯、ひとり親

世帯が増加したことがあげられる。家族形態の小

規模化は、家庭内で介護を担う家族の介護負担を

増大させ、女性の社会進出と重なって、家族に替

わる社会的介護の担い手が必要であることを示し

ている。このように考えると、介護の外部化・社

会化は、近代産業化の進行によって引き起こされ

る必然的な社会の変化であると考えることができ

る。

家族の介護力の減退に対して、家族に代わって

介護を担うようになってきたのが介護福祉士やヘ

ルパー等の介護職である。もちろん、介護は依然

としてその多くが私的な家庭内労働の領域に存在

しているが、１９９０年代におけるゴールドプラ

ンや２０００年からはじまった介護保険等、制度

として介護を供給する仕組みがつくられたことに

より、介護職が家族に代わる介護の担い手となる

時代がはじまったということができるだろう。実

際、国家資格としての介護福祉士の数は近年急速

に伸びる傾向にある。介護福祉士は１９８７年に

国家資格化され、介護福祉士養成施設はカリキュ

ラムの内容を充実させ、専門性を向上させること

で社会的認知を高め、専門職としての確立を目指

してきた。２００７年現在、その数は６０万人を

超え、今や看護師に次ぐ規模となってきた。

職業集団として急速に増大している介護職であ

るが、オルタナティブな専門職としてその役割が

積極的に評価される一方で、業務独占の欠如、他

の医療・保健専門職に対する相対的な自律性の欠

如、専門職としての定義の曖昧さ等の課題を抱え

ており、それは介護職の専門職としての社会的な

承認を困難にしてきた。また、他業種に比較して

給与水準が低く設定されているために、従事者の

経済的安定が保障されていないことは、高い離職

率の要因のひとつともなっている。このことは、

介護事業の経営者にとっては、安定的な人材の確

保や一定の介護の質を維持することが困難になる

ことであり、ひいては、介護サービスを必要とす

る利用者や家族の生活を脅かすことにつながって

いく。

そこで本研究では、介護職の今後の方向性を

示す前提として、介護職が現在置かれている状況

を明らかにすることを目的とする。

第Ⅰ章 介護職の現状

１ 労働市場全体における就業の現況と今後

の見通し

国立社会保障・人口問題研究所による「日本の

将来推計」（2006 年 12 月推計）の注意推計によれ

ば、少子化の進行等により、生産年齢人口は２０

０５年の８４４２万人から、団塊の世代が６５才

以上に達する２０１５年には７６８１万人にまで

減少すると見込まれており、これに伴い、労働人
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口も減少することが見込まれている。

２ 福祉・介護サービスにおける従事者の拡大

現在、福祉・介護サービスの従事者は２００５

年度現在で約３２８万人である 1)。２０００年の

介護保険法の施行や２００６度の障害者自立支援

法の施行等による福祉・介護サービスの質的・量

的拡大に伴い、その数は急速に増加しており、１

９９３年度に比べて４.６倍となっている。とりわ

け高齢者に関連するサービス従事者の伸びは著し

く、１９９３年度の約１７万人と比べて、２００

５度には約１９７万人と、約１２倍に達しており、

従事者の６割を占めている。

３ 従事者の特徴

３－１ 女性の就業比率

介護サービスの従事者には、女性が占める割合

が高く、介護保険サービス全体の平均においては、

平成１６年の実績で約７７.８％を占めている。特

に女性の比率が高いのが訪問介護であり、９１.

８％となっている。

ここで問題となっているのは、訪問介護事業に

おいては、従事者の多数を占めているのが、非定

型的パートタイムヘルパー（以後登録型ヘルパー

とする）の労働条件である。というのは、自宅か

ら利用者宅に直行して直帰するという訪問介護事

業特有の勤務形態に従事している登録型ヘルパー

が労働者でなく、「委託」や「請負」とみなされて、

労災保険が認定されず、労働時間も利用者宅で働

いている時間だけとされる等の問題が多発してき

た。そこで、厚生労働省労働基準局では、「訪問介

護労働者の法定労働時間の確保について」（平成１

６年８月２７日付け基発第 08271001 号）によっ

て、ホームヘルパーを労働者として位置づける通

達を発出した 2)。

３－２ 非常勤職員の比率

非常勤職員の占める比率が近年増加してきており、

介護保険サービスにおいては、２００５年の実績

で４１.６％である。このうち在宅サービスにおい

ては、介護保険の導入時に５３.１％だったのが、

２００２年には５５.６％へと上がったが、その後

下がりはじめ、２００４以降は横ばい状態となっ

ている。一方、入所施設においては、年々上がり

続けており、２０００年に１０.８％だったのが、

２００５年には１４.１％となっている。

非常勤化を促進する直接的な要因は、２０００

年の介護保険制度施行によって、それまで都市部

の都道府県を中心に支給されていた多額の補助金

が廃止されたことである。また、２０００年以降

２度に渡って行われた介護報酬の改定で、施設介

護部門はユニット型を除いていずれも介護報酬が

引き下げられたことも大きな要因といえる。その

結果、多くの施設経営者は、施設経営の効率化を

図るために人件費を削減する必要に迫られ、常勤

職員が退職するとパート職員や非常勤職員に切り

替えていった。

ところが、パート職員や非常勤職員に法人への

帰属意識を持つことを期待するのは簡単ではなく、

意図的な働きかけがない場合は、この後述べるよ

うに、常勤職員に比較して法人への定着率は低く

なる。そのため、職員構成に占めるパート職員や

非常勤職員の比率が増えていくと職員全体で法人

理念を共有し、帰属意識を醸成することが難しく

なっていくとともに、職場全体の定着率が低下し

ていくことになる。

また、職員構成に占めるパート職員や非常勤職

員が増えることは、介護の非熟練者が増えること

でもあるので、それまで常勤職員が一定の経験を

蓄積することで保ってきた介護サービスの質を維

持することが困難となる。そのいちばんの犠牲者

となるのは介護職員からサービスを受ける施設の

入居者だが、ゆとりのない職員体制のなかで意欲

や能力を発揮することが難しくなった中堅職員が

抜けてしまう状況となれば、先輩から必要な技能

を習得することができなくなった新任職員の離職

傾向がさらに高まるという負のスパイラルに陥っ

ていくことになる。
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３－３ 入職率と離職率

２００６年における介護労働安定センターの資

料によると、介護サービスの従事者は、全労働者

に比べて入職者及び離職者の割合が高く、全労働

者の場合、入職率が１７.４％、離職率が１７.５％

(２００５年１月から１年間）であったのに対し、

介護サービス従事者の場合（ホームヘルパーまた

は介護職員として従事する者の２００４年１０月

から１年間）、入職率は約２８％、離職率は２０％

であった。

図表６で正社員と非正社員を比較すると、正職員

の入職率が２３.５％、離職率が１６.８％であった

のに対し、非正規職員の場合、入職率は約３０.

８％、離職率は２２.２％となっており、特に非正

規職員における入職率・離職率が高いことがわか

る。入職率が高いということは、求人(雇用）が多

いということであり、離職率が高いということは、

不安定な職業分野であるということだが、介護職

の非正規職員においては、十分な雇用能力を持ち

合わせていないことから、いわゆるジョブショッ

男 女

全体計 22.2 77.8

訪問介護 8.2 91.8

グループホーム 16.7 83.3

介護老人福祉施設 26.5 73.5

介護老人保健施設 28.9 71.1

介護療養型医療施設 16.2 83.8

図表１ 事業所種別ごとの男女別介護職員の状況 （単位：％）

資料出所：「介護サービス施設・事業所調査」（平成16年）（厚生労働省大臣官房統計情報部）

図表２ 常勤・非常勤別介護職員数の推移（実人数）

資料出所：「介護サービス・事業所調査」（厚生労働大臣官房統計情報部）
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ピング（ job shopping)やジョブサーチ（ job

search)3)が行われている状況となっていること

が考えられる。

介護職の入職率約２８％、離職率２０％という

数値は、２００５年度の産業別入職率・離職率と

比較しても、飲食店・宿泊業に次いで高いことが

わかる。一方、入職率と離職率の差をみてみると、

介護職は正規職員、非正規職員のいずれにおいて

も、他の産業分野に比較して入職率と離職率の差

が大きい。つまり、入職率に対する離職率が少な

く、最も従事者が増えている分野であるというこ

ともわかる。

ところで、非正規職員の離職率が２２.２％であ

るのに対して、正規職員の離職率が１６.８％と 1

０パーセント代にとどまっていることを考えると、

介護の労働市場は、正規職員と非正規員との間で、

異なる層が形成されていることが考えられる。非

正規職員は「主婦パート」的な待遇を受け入れた

「家計補助的労働」層を中心に形成され、正規職

員は有資格専門職としての位置づけを目指す層を

中心に形成されていると考えられる。しかし、後

に述べるように、社会的認知と経済的評価が進ん

でいない介護職においては、「家計補助的労働」か

らの脱却が困難な実態があり、専門職としてのや

りがいを求めて介護職に就いている者が、「生計維

持的労働」を必要とする立場に置かれるようにな

ると、そのうちの少なからず転職を選ばざるを得

ない状況となっている。

介護労働安定センターが行った「平成１８年度

介護労働実態調査」の「介護労働者の年齢構成」

によると、介護労働者のうち、女性の場合は、２

０歳以上２５歳未満がが４.９%、２５歳以上３０

歳未満が９.６%と徐々に上昇し、４５歳以上５０

歳未満の１５.７%をピークに６０歳まで 1０%代

で推移している。これに対し、男性の場合は、２

５才以上３０歳未満が２３.７%、３０歳以上３５

歳未満が２３.２%と全体の半数近くが２５歳から

３５歳の間に集中し、その後は急激に落ち込んで

いく年齢構成となっている。また、同調査におけ

る「生計維持者」の調査では、自分が生計維持者

である介護職は、３５.１%にとどまっている。

この調査結果からも、介護職は、「家計補助的労働」

からの脱却が難しく、「生計維持者」が安定した職

業として選択することが困難となっている実態が

浮き彫りとなっている。

図表３ 入職率・離職率（全体）

資料出所

訪問介護員＋介護職員：事業所における介護労働安定実態調査（2006年6月）（介護労働安定センター）

全労働者：雇用動向調査（2005 年）（厚生労働省大臣官房統計情報部）
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入職率 離職率 差

調査産業計 17.4 17.5 0.1

鉱業 6.9 8.4 1.5

建設業 11.4 15.2 3.8

製造業 11.9 11.7 -0.2

電気・ガス・熱供給・水道業 4.6 6.8 2.2

情報通信業 15.0 12.2 -2.8

運輸業 12.2 13.1 0.9

卸売・小売業 19.7 20.1 0.4

金融・保険業 12.7 12.1 -0.6

不動産業 20.5 19.7 -0.8

飲食店、宿泊業 31.8 32.3 0.5

医療・福祉 19.2 18.5 -0.7

介護（正社員） 23.5 16.8 -6.7

介護（非正社員） 30.8 22.2 -8.6

教育、学習産業 13.9 13.3 -0.6

複合サービス事業 18.3 14.7 -3.6

サービス業（他に分類されないもの） 22.2 22.3 0.1

図表４ 2005 年度産業別入職率・離職率 （単位：％）

図表５ 介護労働者の年齢構成 （%）

資料出所：介護労働者の就業実態と就業意識調査（平成 18 年度）（介護労働安定センター）
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次に、介護職の入職率・離職率を運営法人別に

比較すると、入職率・離職率ともに高いのは、民

間企業（営利法人）であり、入職率５２.５％・離

職率３３.０％となっている。また、入職率に限っ

ては NPO（非営利法人）が４０.３％と高く、社

協以外の社会福祉法人、医療法人も３０％代と高

く、それ以外の法人もすべて２０％代を超えた数

値を示している。離職率においては民間企業（営

利法人）の３３.０％に次いで、NPO（非営利法人）、

協同組合（農協・生協）、医療法人、社協以外の社

会福祉法人がそれぞれ２０％代の高い数値となっ

ている。

また、介護サービス運営法人は、その多くが１

～３ヶ所程度の事業を運営している規模の小さい

法人であるが、この規模の大きさが入職率・離職

率に大きくかかわっており、規模が大きい運営法

人ほど入職率・離職率ともに低くなることが示さ

れている。

これは、給与水準や休暇の取りやすさ等の労働

条件において、規模の大きい事業所ほどスケール

メリットによる利点を活かすことができ、職員の

キャリア形成という点でも、運営している事業所

の数や種別が多いほど同一法人内で移動すること

が可能となり、離職を避けることができるためで

ある。一方、規模の小さい事業所では労働条件で

の制約が少なくないことが推察される。

入職率 離職率

社会福祉協議会 24.7 14.0

社会福祉協議会以外の社会福祉法人 31.2 21.9

医療法人 33.4 22.2

社団・財団法人 15.3 11.1

協同組合（農協・生協） 26.7 25.0

民間企業（営利法人） 52.5 33.0

NPO（非営利法人） 40.3 25.0

その他 21.4 13.0

入職率 離職率

９人以下 43.0 23.5

10～19 人以下 44.7 26.7

20～29 人以下 40.7 27.6

30～99 人以下 31.9 21.7

100～299 人以下 29.6 21.9

300～499 人以下 20.4 15.5

500 人以上 － －

図表６ 介護職員の入職率・離職率（運営法人別） （単位：％）

資料出所：事業所における介護労働の実態調査（2006 年 6 月）（介護労働安定センター）

図表７ 介護職員の入職率・離職率（運営法人規模別） （単位：％）

資料出所：事業所における介護労働の実態調査（2006 年 6 月）（介護労働安定センター）
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このことは、運営法人の開設経過年数とも関連

しており、開設経過年数が長い法人ほど入職率・

離職率ともに低くなる傾向が示されている。規模

が拡大するには相当の年数を要することに加え、

人材が育って組織が形成され、職場環境が整うの

にはそれ相当の期間を要するということであろう。

このように、全般的に介護施設においては、入

職率・離職率のいずれも高く、労働移動が激しい

状況にあることから、常態的に求人募集が行われ

ている状況となっている。

開設経過年数が 1 年未満の施設においては、１

８０.９％という高い入職率となっているが、東京

や横浜等の都市部ではそれでもなお人材が足りて

いない状況である。東京や横浜等の都市部では、

入所施設への待機者を解消するために、新たに開

設される施設が多い。横浜市を例にあげると、介

護保険施設の整備状況は、特別養護老人ホーム、

介護老人福祉施設、介護療養型医療施設、特定施

設、認知症高齢者グループホームを合計すると２

００３年度が１９.１９０床、２００４年度が２３.

４４４床、２００５年度が２８.５３７床となって

おり、毎年４０００～５０００名以上の要介護者

が新たに施設に入所している。この増床分に対し

て３対１の割合で介護職を配置した場合、横浜市

の介護保険施設だけでも毎年１２００人～１５０

０人の新たな介護職が必要となることがわかる。

一方、神奈川県内の介護福祉士養成施設を毎年卒

業する介護福祉士の総数は４５０人前後である。

この数字をみただけでも、介護職の絶対数が足り

ていない状況は極めて深刻であることがわかる。

それに加え、離職率の高さが指摘されている。

ただし、この離職には他業種への転職ばかりでな

く、施設数が増えたことで雇用の機会や選択肢が

増え、他の介護施設へ横断的に移動している状況

も含んでいることが考えられる。他業種への転職

の場合は、序章で述べたように、「働きがい」を見

出すことができない、「能力・個性・資格」が活か

せない、そして、給与等の労働条件の低さを背景

とした離職であるが、非常勤職員が資格を取得し

たことを契機に他の事業所に移動して正職員とし

て雇用される場合もある。介護保険施設間での移

動の場合は、キャリア形成としての離職というこ

ともできるだろう。

このように、介護施設において労働移動が起こ

るようになったことは、否定的な面ばかりではな

いとはいえ、常態的に求人募集が行われている状

況は、職員の労働環境を悪化させ、ひいては施設

で暮らす入居者に必要な介護サービスの質が維持

できなくなることにつながっていく。

入職率 離職率

1 年未満 180.9 30.0

1 年～２年未満 51.7 35.0

２年～３年未満 47.8 37.4

３年～４年未満 36.2 25.5

４年～５年未満 28.7 25.0

５年～10 年未満 28.2 21.4

10 年以上 23.8 17.4

図表８ 介護職員の入職率・離職率（開設経過年数別） （単位：％）

資料出所：事業所における介護労働の実態調査（2006 年 6 月）（介護労働安定センター）
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３－４ 介護職の増加と介護福祉士の割合

介護職の数は２０００（平成１２）年の約５５

万人から２００５（平成１７）年には約１２２万

人と約２倍に増加しており、最近は毎年 1０万人

ずつ増加している。

その内、国家資格として位置づけられている介

護福祉士の割合は、在宅サービスにおいては、２

０００（平成 12）年から２００５（平成１７）年

までの間は１８％前後で推移しているが、入所施

設においては、２０００（平成１２）年の３１.７％

から２００５（平成１７）年には３８.１％に達し

てきている。

一方、２００５（平成１７）年までに介護福祉

士の国家資格を取得した約４７万人のうち、実際

に介護職として従事している者は約２７万人にと

どまっており、いわゆる「潜在的介護福祉士」が

多数存在しているとされている。ただし、このな

かには、実務経験を積んで介護支援専門員の資格

を取得し、ケアマネージャーとなっている場合や

社会福祉士の資格を取得してソーシャルワーカー

として就労しているケースが含まれる。また、新

たに進学して看護師や理学療法士等資格を取得し、

保健職になるケースもあるが、いずれにしても介

護福祉士の国家資格を取得していながら介護職に

留まらず、他の福祉・保健サービス職に移動して

いくケースや他職種に転職していくケースが多数

存在していることは確かである。

これに対して、厚生労働省は「社会福祉事業に

従事する者の確保を図るための措置に関する基本

的な指針」（平成 19 年 8 月 28 日厚生労働省告示

289 号）の「第３人材確保の方策 ／ ４ 潜在

的有資格者等の参入の促進等」のなかでこの問題

を取り上げ、方向性を示している 4)。 このうち、

(２)－①「潜在的有資格者等について、就業の現

状や離職の理由、福祉・介護サービス分野への最

終行の意向等の実態を把握すること」は重要であ

るが、その他の対策は、福祉人材センター、福祉

人材バンク、その他の関係団体、国等を通じて、

就業の支援に取り組むといった内容であり、戦略

的な計画といえるような具体的な方策が示されて

いるわけではない。

図表９ 介護職員数の推移と介護福祉士の割合（実人員）

資料出所：「介護サービス施設・事業所調査」（厚生労働大臣官房統計情報部）



コミュニティとソーシャルワーク 第１号

- 32 -

３－５ 介護職の給与水準

２００５（平成１７）年の賃金構造基本統計調

査によると福祉施設職員及びホームヘルパーの給

与は、２００２（平成１４）をピークに減少傾向

にあり、２００１（平成１３）年から２００５（平

成１７）年までの４年間で約１万５千円以上下が

ったことがわかる。全労働者平均と比べた水準は、

６８.３％から６３.９％に低下している。

この背景には、２度に渡る介護報酬の見直しが

ある。

２０００年の介護保険制度開始時に３.６兆円

だった介護保険の総費用は高齢化で急増し、２０

０７年度予算で７.４兆円に達した。保険料も上昇

し、「持続可能な制度」を旗印に給付抑制が重要課

題となった。２００３年度の初改定で、介護報酬

は２.３％、施設に限ると４％引き下げられた。２

００６年度（０５年 1０月改定分を含む）も２.４％、

施設は４％減った。

介護サービスの値段は介護報酬といういわば公

定価格である。そのため、職員の配置基準も決め

られ、大幅な人減らしはできない。報酬が大きく

下がると、事業者が利益を確保する方法は人件費

カットしかない。ところが、報酬を上げても事業

者が儲かるだけという指摘もあり、実際、介護報

酬の見直しに先立って行われた介護保険事業所調

査では、入所施設を中心に、措置の時代よりも利

益を出している事業所があったことは無視できな

い。しかし、このような低賃金で、将来の昇給の

展望が描けなければ、いずれ人材難による「介護

崩壊」は避けられないだろう。

介護職の労働条件改善は抜本的に考え直さなけ

ればならない時期にきている。しかし、そのため

には、介護報酬をただ上げればいいわけではなく、

報酬を人件費とそれ以外とに分け、一定の給与水

準を保証する仕組みをつくる必要がある。

３－６ 介護職に対する社会的認知

介護の社会化の必要性が叫ばれるなか、介護は、

依然としてその多くが私的な家庭内労働の領域に

存在しているが、一方で、家族機能から外部化さ

れ、近隣での支え合いに加えて、NPO 等の住民参

加型で供給される介護が進められている。また、

政府・行政部門や民間営利企業による有給の介護

職によって供給される介護も行われるようになっ

た。現在、介護職をどう認知し、評価していけば

よいか、ということは、検討されるべき大きな課

題である。

図表１０ 福祉施設職員の給与の推移）

資料出所：賃金構造基本統計調査 平成 17 年度（厚生労働省大臣官房統計情報部）

※平成 17 年の（ ）内は勤続年数である。
※調査対象は常勤職員であり、臨時職員は含まない。



労働市場における介護職の現状と特徴

- 33 -

NPO 等の非営利団体によって行われる「賃金獲

得を中心目的としない市民活動・住民活動」とい

う名目で存在している介護に対しては、その社会

的意義・役割の重要性を指摘する言説があふれて

いる。その一方で、外部化された介護職の経済的

評価は、「低賃金不安定雇用」「パート就労」、登録

型ヘルパーにみられるような「家計補助的」とい

った点が顕在化する。しかも「介護福祉士」が国

家資格として制度化されているにもかかわらず、

介護専門職に対する社会的認知は浸透せず、その

経済的評価も低い。このように、介護職において

は、非金銭的な評価と経済的評価との間に大きな

不均衡が生じており、介護職は、「『社会的意義の

有無』『市民的態度の成熟／未成熟』といった威信

的評価の指標と、『就労形態としての安定／不安

定』『労働力の価格の高低』『職業身分としての熟

練／非熟練』といった経済的評価の指標を同時に

抱え込む存在」5)、であることが指摘されている。

では、介護職の社会的意義・役割の重要性は誰

もが認める状況であるにもかかわらず、経済的評

価との間に大きな不均衡が生じているのは何故だ

ろうか。森川美絵（1995）は、介護が「これまで

主婦の家事労働の延長、主婦なら誰でもできると

いう考えのもとで実施されてきた」6)ために、社会

的意義としての重要性が認められているにもかか

わらず、職業としての社会的認識・経済的評価が

低く位置づけられてきた、と説明している。しか

し、家事や介護はいつ頃から主婦の労働とされて

きたのだろうか。この問いに対して、かつて大き

な影響力を持っていたのは、構造機能主義アプロ

ーチによる性別役割理論である。夫は職業的役割

を家族外で果たすことで社会的分業の一端を担い、

妻は家庭内役割である家事、育児等をすることに

より、家族の情緒的側面や統合機能を担う、とい

うものである。この理論の文脈では、介護を担う

ことも女性の所与のものとしてみなされてきた。

しかし、近代家族史研究に沿って考えるならば、

近代産業社会における「母性」は、女性が家事や

育児、そして介護を内発的に担うことを期待され

て政治的・経済的・性的に役割制度化されたもの

であることがわかる。近代産業社会において、家

事は女性が担う「シャドー・ワーク」7)であり、介

護も家族機能のなかでも専ら主婦・女性の家事役

割とされてきた。このようなジェンダーにもとづ

く偏見は介護労働に対する社会的・経済的評価を

も引き下げる要因となってきたことが考えられる。

また、春日キスヨ（2001）は要介護高齢者の社

会的地位と介護者として女性が選ばれることに着

目し、「介護する側とされる側の相互行為的実践の

中で、介護をめぐる『性別秩序』が構成されると

いう見解をとるとき、重要になってくるのは、要

介護高齢者の置かれた社会的地位と成人を対象と

した身体性に関わる介護労働の特殊性」8)であるこ

とを指摘している。病気や障害によって「依存」

の状態になることは、「負い目」意識を生み、援助

を与える側の勢力下におかれることであり、それ

は地位の失墜に他ならない。病気の場合は治療を

受け、回復すれば、元の地位に復帰することがで

きる、障害の場合は治るということはなく、失墜

した地位に留まることになる。さらに、病気の治

療では、部位による「点」の関係だが、障害の場

合は、生活全体にわたる「面」の関係が形成され、

依存性は増大する。したがって、障害者は病人よ

りも、より下位の地位に置かれることになる。要

介護者がおかれるこの社会的地位の劣位性こそが

介護者として女性が選ばれる理由だという。その

ことに加えて、「介護は成人を対象とした労働であ

り、保育では現象しない『羞恥心』『当惑』『不浄

感』『性的おぞましさ』などさまざまな否定的感情

が介護関係のなかで生起し、それが交互関係を規

定していく」9)。このような介護関係においては、

介護される側の負担感が性別の差異につながり、

介護者として、女性がより選考される一因となっ

ているという。ここでも、ジェンダーにもとづく

偏見が介護労働に対する社会的・経済的評価をも

引き下げる要因となってきたということができる

だろう。

３－７ 介護職とバーンアウト

介護職とバーンアウトに関する先行研究として

は、矢富（1991）1)（1995）1）、宇良（1995）1）、

原田（2000）1）、小野寺（2007）1）等があげられ

る。バーンアウトの測定尺度としては、マスラッ
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ク・バーンアウト尺度（Maslach's Burnout

Inventory, MBI と略称されている）が著名であ

る 1）。MBI では、バーンアウトの測定尺度を「情

緒的消耗感」、「個人的達成感」、「脱人格化」の３

つに分類している。一方、高齢者介護施設におい

て介護職員が経験するストレッサーには、「上司と

のコンフリクト」、「介護的仕事の負荷」、「利用者

とのコンフリクト」、「事務的仕事の負荷」、「同僚

とのコンフリクト」の 5 つが示されている 1）。

これらの先行研究から、「上司とのコンフリク

ト」、「介護的仕事の負荷」、「利用者とのコンフリ

クト」、「事務的仕事の負荷」、「同僚とのコンフリ

クト」等のストレッサーが高まると、「情緒的消耗

感」、「脱人格化」のバーンアウト症状は強くなり、

「個人的達成感」は減退することが明らかとなっ

ている。

言い換えると、介護職員にとって、「介護的仕事

の負荷」、や「事務的仕事の負荷」が過重な状況が

続き、利用者との関係ではこちらの言っているこ

とが利用者に通じず、同じ訴えが繰り返されたり、

高圧的な態度をとる利用者への対応に追われるな

か、上司からの適切なアドバイスも同僚からのサ

ポートも得られない、そのような状況下ではバー

ンアウト症状が強まるということである。

ところで、バーンアウトは介護や看護職に限ら

ず、対人サービスの職業に従事する者なら誰でも

経験する危険性がある問題であるが、対人サービ

スには、クライエントの多様なニーズに応じて、

自分の感情等の内面と態度等の外見をコントロー

ルしなければならないという側面がある。ホック

シール（1983）1）は、これを賃金と引き替えに売

られ、〈交換価値〉を有する「感情労働（emotional

labor)」であるとし、「この労働を行う人は自分の

感情を誘発したり抑圧しながら、相手の中に適切

な精神状態 －（中略）－ を作り出すために、

自分の外見を維持しなければならない。この種の

労働は精神と感情の強調を要請し、ひいては、人

格にとって深くかつ必須のものとして私たちが重

んじている自己の源泉をもしばしば使い込む」1）

と論じている。ホックシールドは、さらに｢感情労

働｣を伴う職業は次の３つの共通する特徴を備え

ていると述べている。「まず第 1 に、このような職

種では、対面あるいは声による顧客との接触が不

可欠である。第２に、それらの従事者は、他人の

中に何らかの感情変化 －感謝の念や恐怖心等－

を起こさせなければならない。第３に、そのよう

な職種における雇用者は、研修や管理体制を通じ

て労働者の感情活動をある程度支配するのであ

る」1）。このように｢感情労働｣には、普段は私的

な文脈で行われている感情作業や感情管理が職業

として行われ、賃金を対価として交換価値を持つ、

という側面がある。

加えて、これらの対人サービスの職業の中でも、

介護や看護の場合は、さらに特異の問題がある。

介護や看護はどちらも「ケア（care）」を通じてク

ライエントと関わる職種であるが、ケアには「配

慮」、「気遣い」、｢注意｣、「世話」、「保護」といっ

た意味の他に「悲しみ」や｢苦悩｣といった意味が

ある。そのため、プロ意識を持って誠実にクライ

エントと関わるほどに、クライエントが抱える「悲

しみ」や｢苦悩｣をも引き受けざるを得ない状況に

置かれる。スタム(1995)はこれを「共感疲労」、｢共

感ストレス｣、「二次的外傷ストレス」と言い、「二

次的外傷ストレス」については、「配偶者など親し

い間柄の者がトラウマとなる出来事を体験したこ

とを知ることにより自然に必然的に起こる行動と

感情であり、トラウマを受けた人あるいは苦しん

でいる人を支える、支えようとすることにより生

じるストレスである」1）と定義している。

高齢者介護施設等の現場において介護職が置か

れている状況に絞ってこれらの問題を検討してみ

ると、さらにいくつかの問題が挙げられる。第 1

に、他の職種と比較して、労働時間を機械的に設

定することが難しいため、利用者と一緒に過ごす

時間が長くなるという特殊性がある。その結果、

気疲れが重なり、ストレス症状にいたることがあ

る。

第２に、介護職が主に担当する利用者の生活領

域は、食事、排泄、入浴、着替え、移動等の ADL

（日常生活動作）の生活領域と掃除、調理、買い

物、外出等の IADL（手段的日常生活動作）の生

活領域であるが、実際にこれらの生活領域にかか

わる介護を行っていくためには、生活領域全体の

把握が必要であり、さらにより利用者の個別性を
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配慮した介護を行うためには、過去の生活歴等も

含めた全人的な理解が必要となってくる。介護が

このような特殊性を持った職業であることは、介

護職の「働きがい」に通じているという側面もあ

る。しかし、この過程において「二次的外傷スト

レス」を抱え、心理的に囚われていくことで、ス

トレス症状になるケースがあることも無視できな

い事実である。

ところで、バーンアウトに対するコーピングと

して、田尾（1996）2）は、①教育研修制度の充実、

②キャリア開発、③作業条件の整備と改善、④参

加と自律性の保障、⑤ネットワーク構築への支援、

の５つの対処方策を示している。

しかし、介護保険制度により導入されたユニッ

トケアの現場では、そのほとんどがこれらの支援

体制が整備されておらず、そのため「感情労働」

によるバーンアウトの危険性は多床室の特養より

もむしろ高まっているとの指摘がされている 2）。

おわりに

以上、介護職の現状についてみてきたが、労働

市場全体における就業の現況と今後の見通しにつ

いては、少子化の進行等により、労働人口が減っ

ているが、介護サービスにおける従事者は急速に

拡大している状況である。

従事者の特徴としては、女性の就業比率が８割

近くであり、非常勤職員の比率が年々高まってい

る。入職率と離職率は共に高いがそれはサービス

の拡大に人材確保が追いついていない状況であり、

常勤職員と非常勤職員では異なった層が形成され

ている。

介護職の増加と介護福祉士の割合は、介護福祉

士は毎年１０万人づつ増加している状況であり、

介護福祉士の割合は入所施設の場合、約３８%に

達している。

介護職の給与水準は、専門職としてのやりがい

を求めて介護職に就いている者が、「生計維持的労

働」を必要とする立場に置かれるようになると、

そのうちの少なからず転職を選ばざるを得ない状

況となっている。そのため、介護職は、「家計補助

的労働」からの脱却が難しく、「生計維持者」が安

定した職業として選択することが困難となってい

る実態が浮き彫りとなっている。介護職の労働条

件改善は抜本的に考え直さなければならない時期

にきているといえるだろう。

介護職に対する社会的認知については、介護職

においては、非金銭的な評価と経済的評価との間

に大きな不均衡が生じており、ジェンダーにもと

づく偏見は介護職に対する社会的・経済的評価を

も引き下げる要因となってきたことが考えられる。

介護職とバーンアウトについては、介護負荷の

重さ、サービス業種特有の「感情労働」やケアサ

ービスにおける「二次的外傷ストレス」が問題と

して上げられる。
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